第7号様式(第10条関係)
	　
	正本
	道路の位置の指定(変更・廃止)申請書

	　

	年　　月　　日

	　　(宛先)上越市長

	申請者　住所
	　

	氏名
	　

	電話番号

	　　建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定(変更・廃止)を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は事実に相違ありません。

	築造主
	住所
	　

	
	氏名
	電話番号

	代理者
	住所
	　

	
	氏名
	電話番号

	図面作成者
	住所
	　

	
	氏名
	電話番号

	指定(変更・廃止)を受けようとする道路
	形態
	ア　通り抜け道路　イ　袋路状道路　ウ　自動車の転回広場付道路

	
	道路
	図面上の符号
	幅員
	長さ
	関係地名地番

	
	
	
	
	
	

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	広場部分
自動車の転回
	図面の符号
	面積
	関係地名地番

	
	
	
	
	

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	接続道路の指定年月日・番号
	　　　年　　月　　日
	変更・廃止する道路の指定年月日・番号
	　　　年　　月　　日

	
	　第　　　　　　号
	
	　第　　　　　　号

	申請理由
	　

	道路の標示方法
	　

	工事完了日
	　




第7号様式(第10条関係)
	　
	副本
	道路の位置の指定(変更・廃止)通知書

	　

	第　　　　　号
年　　月　　日

	　　住所

	　　氏名　　　　　　様

	上越市長　　　　　　　　印

	　　建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定(変更・廃止)をしたので通知します。

	築造主
	住所
	　

	
	氏名
	電話番号

	代理者
	住所
	　

	
	氏名
	電話番号

	図面作成者
	住所
	　

	
	氏名
	電話番号

	指定(変更・廃止)道路
	形態
	　ア　通り抜け道路　イ　袋路状道路
	ウ
	自動車の転回広場付道路
	


	
	道路
	図面上の符号
	幅員
	長さ
	関係地名地番

	
	
	
	
	
	

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	自動車の転回広場
	図面上の符号
	面積
	関係地名地番

	
	
	
	
	

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	工事完了日
	年　　　月　　　日

	※備考


(注意)　※印のある欄は記入しないこと。

総務編（財団法人ハイウェイ交流センター組織規程）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務編（財団法人ハイウェイ交流センター組織規程）
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(付記)
　　この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に上越市建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。また、この通知を受けた日(当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決の送達を受けた日)の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分又は裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
